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■
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

�

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
は
、
申
請
手
続
き
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
保
険
料
免
除
申
請
が
承
認
さ

れ
る
と
、
承
認
期
間
は
保
険
料
納

付
義
務
が
法
的
に
免
除
さ
れ
ま
す
。

�

保
険
料
免
除
に
は
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
と
納
付
義
務
が
免

除
さ
れ
る
法
定
免
除
と
本
人
か
ら

の
申
告
に
よ
り
納
付
義
務
が
免
除

さ
れ
る
申
請
免
除
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。

○
法
定
免
除
は
、
次
に
揚
げ
る
事

項
に
該
当
す
る
場
合
に
、
届
け
出

に
よ
り
そ
の
期
間
は
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

・
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者
、
被

　
用
者
年
金
各
法
の
障
害
年
金
受

　
給
者
で
あ
り
、
政
令
で
定
め
る

　
障
害
給
付
の
受
給
者

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

　
を
受
け
て
い
る
方

・
国
立
及
び
国
立
以
外
の
ハ
ン
セ

　
ン
病
療
養
所
、
国
立
脊
髄
療
養

　
所
、
国
立
保
養
所
及
び
厚
生
労

　
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設
に
入

　
所
し
て
い
る
方

○
申
請
免
除
は
、
保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る
全
額
免
除
と
一
部

が
免
除
さ
れ
る
一
部
免
除
が
あ
り

ま
す
。
全
額
免
除
・
一
部
免
除
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
は
、
本

人
、
配
偶
者
及
び
世
帯
主
の
前
年

所
得
（
平
成
１９
年
４
月
分
～
６
月

分
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
々
年

の
所
得
）
で
決
ま
り
ま
す
。

　
申
請
免
除
の
受
付
期
間
は
、
平

成
１８
年
７
月
分
～
平
成
１９
年
６
月

分
は
平
成
１９
年
７
月
ま
で
、
平
成

１９
年
７
月
分
～
平
成
２０
年
６
月
分

は
平
成
１９
年
７
月
～
平
成
２０
年
７

月
ま
で
で
す
。

　
保
険
料
の
免
除
は
、
「
納
付
義

務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険

料
を
納
め
な
い
保
険
料
未
納
」
と

は
全
く
違
い
ま
す
。
経
済
的
な
理

由
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
未
納
の
ま
ま
放
置
せ
ず
に

役
場
（
本
庁
・
各
総
合
支
所
）
ま

た
は
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
免
除
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
と

年
金
は
？

�

保
険
料
の
全
額
免
除
や
一
部
納

付
免
除
の
承
認
を
う
け
た
期
間
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に

比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。�

　
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
１０
年
以
内

で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。

　
追
納
す
る
場
合
は
、
保
険
料
免

除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の

翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
と
、

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に

応
じ
た
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
追
納
を
す
る
月
は
任

意
に
選
択
で
き
ず
、
原
則
、
古
い

月
分
の
保
険
料
か
ら
納
付
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
追

納
申
込
書
を
提
出
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

■
ね
ん
き
ん
定
期
便

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
と
は
、

社
会
保
険
庁
が
年
金
制
度
に
対
す

る
国
民
の
理
解
を
増
進
さ
せ
、
そ

の
信
頼
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
被

保
険
者
に
対
し
て
保
険
料
納
付
の

実
績
及
び
将
来
の
給
付
に
関
す
る

必
要
な
情
報
を
通
知
す
る
も
の
で

す
。

　
現
役
世
代
、
特
に
若
い
世
代
の

方
に
年
金
制
度
に
対
す
る
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
平
成
１９

年
４
月
よ
り
、
３５
歳
に
な
る
方
に

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
送
付
を

始
め
ま
し
た
。

　
対
象
と
な
る
方
は
、
平
成
１９
年

４
月
以
降
に
３５
歳
に
到
達
す
る
方

（
昭
和
４７
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
方
）
で
、
国
民
年
金
ま
た
は

厚
生
年
金
保
険
（
船
員
保
険
を
含

む
）
の
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る

方
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
方
に
は

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
国
外
に
居
住
し
て
い
る
方

②
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く

は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合

員
ま
た
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済

制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間
の

み
を
有
す
る
方

※
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
は
、

誕
生
月
の
前
々
月
時
点
に
お
け
る

年
金
加
入
履
歴
及
び
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
月
数
、
厚
生
年
金
保

険
の
加
入
月
数
な
ど
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
送
付
時
期
は
、
３５
歳
に

到
達
す
る
誕
生
月
の
前
月
末
に
、

東
京
の
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

か
ら
本
人
宛
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
　
　
　
　
　
２
割
軽
減
申
請

　
国
民
健
康
保
険
税
に
は
、
被
保

険
者
の
所
得
内
容
に
よ
り
、
税
額

の
う
ち
均
等
割
と
平
等
割
を
２
割

軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
２
割
軽
減
は
申
請
制
度
で
、

７
月
が
申
請
時
期
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
こ
の
軽
減
制
度
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
世
帯
の
合
計
所
得
が
、
１

人
世
帯
の
場
合
は
６８
万
円
以
下
、

２
人
世
帯
の
場
合
は
１
０
３
万
円

以
下
、
３
人
世
帯
の
場
合
は
１
３

８
万
円
以
下
が
該
当
と
な
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
は
、
７
月
２
日
か

ら
７
月
１３
日
ま
で
の
期
間
内
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　
　
町
民
税
係
　
内
線
２
１
１
１

�

■
国
民
健
康
保
険
税
（
医
療
分
）

限
度
額
の
改
正

　
平
成
１９
年
度
よ
り
国
民
健
康
保

険
税
（
医
療
分
）
の
課
税
限
度
額

が
５３
万
円
か
ら
５６
万
円
に
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　
　
町
民
税
係
　
内
線
２
１
１
１

■
平
成
19
年
度
自
衛
官
募
集
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
防
衛
省

○
２
等
陸
・
海
・
空
士
　
　
　

・
資
格

　
１８
歳
以
上
２７
歳
未
満
の
方

・
受
付
期
間
　
　
　
　
　
　
　�

　
男
子
　
年
間
を
通
じ
て
　
　�

　
女
子
　
８
月
１
日
～
９
月
７
日

・
試
験
期
日
　
　
　
　
　
　
　
　

�

男
子
　
受
付
時
に
お
知
ら
せ

�

女
子
　
９
月
２４
日
・
２５
日
　


